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電子入札運用基準 

平成27年10月30日 
公社細則第７号 

 

全部改正 平成２７年１０月３０日  公社細則第 ７号 

 

改正 令和 ２年 ６月１５日 公社細則第 ２号（い）  令和 ７年 ７月３０日 公社細則第 ７号（ろ） 

 
（趣旨） 

第１条 この基準は、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）が、競争入札参加資

格を有する者を対象として、電子入札案件に係る指名競争入札（以下「電子入札」とい

う。）を行う場合に必要な事項を定める。 

（対象案件） 

第２条 電子入札の対象案件は、予定価格400万円以上の全ての工事業種及び別表に掲げ

る委託業種とする。（ろ） 

２ 前項に掲げる業種以外の委託業種において電子入札を行うときは、当該対象案件の取

扱いについて別途協議のうえ決定する。 

（競争入札参加資格申請） 

第３条 電子入札に参加しようとする者は、公社に対して別に定める申請書類を提出し、

競争入札の参加資格申請を行わなければならない。 

２ 公社は、前項の申請書類について速やかに審査し、公社と契約する本支店等の代表者

又は代理人宛てに審査結果通知書を通知しなければならない。（ろ） 

３ 前項の審査に合格した者は、電子証明書発行に関する電子メールに従い、公社が提供

する電子証明書を取得しなければならない。（ろ） 

４ 前項により電子証明書を取得した者は、電子証明書を取得したパソコンを使用して電

子入札システム（以下「システム」という。）にアクセスし、審査結果通知書に記載さ

れたログインＩＤ及びパスワードを入力してシステム登録内容を確認しなければならな

い。（ろ） 

（システムの利用） 

第４条 前条により競争入札参加資格登録を完了した者（以下「登録者」という。）は、

システムを利用することができる。 

２ 登録者は、システムの利用に当たり、公社が規定する「東京都住宅供給公社電子入札

システム利用規約」を遵守しなければならない。（ろ） 

（公表） 

第５条 公社は、電子入札の対象案件について入札に参加する者を募るときは、システム

により一定の期間公表しなければならない。 
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２ 前項により公表する内容は、次の各号に掲げるものとする。（い） 

一 契約番号 

二 案件名 

三 工事・履行場所 

四 期間 

五 業種 

六 入札参加要件 

七 公平化制限の有無 

八 公告日時 

九 参加申請期限 

十 指名審査決定日時 

十一 入札開始日時 

十二 入札締切日時 

十三 開札予定日時 

十四 契約予定日 

十五 予定価格（税抜・税込） 

（電子入札への参加） 

第６条 登録者は、電子入札の対象案件に入札参加するときは、前条に規定する対象案件

ごとの公表期間中に、システムの「参加申請書」により参加申請を行わなければならな

い。 

２ 入札参加条件として審査書類の提出を求めている案件については、前項に規定する参

加申請後に公社指定の日時及び方法により公社に提出しなければならない。 

（入札参加者の決定） 

第７条 公社は、対象案件の公表期間終了後、前条の電子入札への参加申請者のうち対象

案件の入札参加条件を満たす者を審査し、入札参加者として決定して指名する。 

２ 公社は、前条の規定により電子入札への参加を申請した全ての者に対し、対象案件の

指名審査決定日時に、システムにより審査結果を通知する。 

３ 前２項により入札参加者として指名された者は、公社指定の情報共有ファイル管理サ

ービスにて対象案件の設計図書を取得しなければならない。（ろ） 

（入札） 

第８条 入札参加者は、対象案件の入札期間中にシステムにより入札書を送信する。 

２ 前項に規定する入札書には、「入札金額」、「くじ引番号」、「開札立会い希望の有

無」を入力しなければならない。くじ引番号は「000～999」の３桁の数とする。 

（任意指名） 
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第９条 公社は第７条による入札参加者の決定のほか、登録者の中から入札参加者を任意

で選定し、指名競争入札を行うことができる。 

２ 前項により指名を受けた者は、システムにより指名の確認を行い、公社指定の情報共

有ファイル管理サービスにて対象案件の設計図書を取得しなければならない。（ろ） 

３ 第１項により指名を受けた者は、前条第１項と同様に公社へ入札書を送信する。  

４ 入札書への入力内容については、前条第２項と同様とする。 

（入札辞退） 

第10条 第６条による参加申請者が入札参加を辞退する場合、参加申請期限までに入札辞

退届を送付しなければならない。（ろ） 

２ 第７条及び前条による入札参加者が入札を辞退するときは、指名審査決定日から入札

締切日までの期間にシステムにより辞退届を送信しなければならない。（ろ） 

（入札中止） 

第11条 公社は、第５条に規定する公表後に電子入札を中止する場合、対象案件ごとにシ

ステムにより通知する。 

（開札） 

第12条 公社は、原則として、対象案件ごとに規定している入札締切日の翌営業日にシス

テムにより開札を行い、落札予定者を決定する。 

２ 入札参加者は、前項の開札の立会いを希望することができる。この場合、システムに

より開札立会いを希望した者の中から、先着２者までを開札立会い者とする。 

３ 公社は、前項により開札立会い者に決定した者に対し、システムにおいてその旨を通

知する。 

（くじ引） 

第13条 公社は、前条の開札において、落札予定者となるべき同一価格で入札をした者が

２者以上あるときは、システムにおいて当該落札予定者が入札書に入力した「くじ引番

号」によるくじ引を行い、落札予定者を決定する。 

（開札の保留又は中止） 

第14条 公社は、次の各号に掲げる場合は、第12条に規定する開札を保留又は中止するこ

とができる。 

 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触

し、公正な入札の確保ができないと判断した場合 

 二 その他、公社が必要と認めた場合 

（落札予定者への通知） 

第15条 公社は、第12条又は第13条により落札予定者に決定した者に対し、その旨を通知

するとともに、契約手続日時及び提出書類について通知しなければならない。 
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（契約手続） 

第16条 落札予定者は、前条により指定された契約手続日時に公社からの指示に基づき、

公社が定める必要書類を提出し、その内容について公社の確認を受けなければならない。  

（落札者の決定） 

第17条 公社は、前条により提出された書類について内容の確認を行い、その内容が適正

であると判断した場合、当該落札予定者を落札者と決定する。 

（開札結果の通知・開示） 

第18条 公社は、前条の規定による落札者決定後直ちに、対象案件ごとに全ての入札参加

者に対して落札者確定の旨を電子メールにより通知するとともに、システムにおいて対

象案件の入札結果を公表する。 

（システムに障害が発生した場合） 

第19条 公社は、システムに障害が発生した場合、システム掲載中の全ての電子入札を中

断し、速やかに公社ホームページにて通知する。 

２ 公社は、前項のシステム障害が復旧した場合、速やかに電子入札を再開し、公社ホー

ムページにおいて通知するとともに、原則として第５条の規定に基づき公表した内容に

より入札手続を行う。 

３ 公社は、前項のシステム障害の復旧が入札参加申請期間中であった場合、当該中断に

より第６条に規定する登録者の電子入札への参加申請機会が十分に確保できなかったと

判断したときは、対象案件の電子入札を中止することができる。 

４ 公社は、第２項のシステム障害の復旧が参加申請期限の経過後となった場合、対象案

件の電子入札を中止する。 

５ 公社は、第２項のシステム障害の復旧が入札締切日時の前であった場合、当該中断に

より第８条及び第９条に規定する入札参加者の入札書の送信機会が十分に確保できなか

ったと判断したときは、対象案件の電子入札を中止することができる。 

６ 公社は、第２項のシステム障害の復旧が入札締切日時の経過後となった場合、対象案

件の電子入札を中止する。なお、システム障害が復旧した時点で第８条及び第９条に規

定する全ての入札参加者が入札書を送信しているときは、この限りでない。 

７ 公社は、前２項により電子入札を中止する場合、対象案件の入札参加者に対し、電子

メールまたは電話等により電子入札を中止する旨を通知する。（ろ） 

（電子入札システムによらない入札手続） 

第20条 前項により電子入札が中止となった案件は、原則としてシステム障害の復旧後に

改めて電子入札を行う。ただし、次の各号に掲げるものは、公社内に入札参加者が一同

に会し、入札書を直接提出して入札を行う方式（以下「紙入札」という。）に変更する

ことができる。 
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 一 システム障害の復旧まで時間を要することが予想され、復旧まで入札手続を延期す

ることができない案件 

 二 前号に規定する場合のほか、電子入札を実施することが困難と公社が判断した案件  

２ 前項の場合における周知方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 一 対象案件が公表期間中である場合、公社ホームページにおいて紙入札に変更する旨

及び参加申請方法等を通知する。このとき、既に電子入札により参加申請を行ってい

る者については、電子メールまたは電話等によりその旨を通知する。（ろ） 

 二 対象案件が入札期間中である場合、全ての入札参加者に対し紙入札に変更する旨及

び入札日時等を電子メールまたは電話等により通知する。（ろ） 

（登録者のパソコン等に障害が発生した場合） 

第21条 登録者は、登録者のパソコン等の障害により公社に電子入札の対象案件に係る参

加申請書を送付できない場合、公社内に設置している緊急用パソコンを利用することが

できる。 

２ 前項の場合、登録者は、参加申請期限の当日正午までに必ず公社に電話により利用申

込みをしなければならない。 

３ 入札参加者は、入札参加者のパソコン等の障害により公社に電子入札の対象案件に係

る入札書を送信できない場合、第１項の規定を準用することとし、入札締切日時の当日

正午までに必ず公社に電話により利用申込みをしなければならない。 

４ 入札参加者は、入札参加者のパソコン等の障害により公社指定の情報共有ファイル管

理サービスにて設計図書等を取得できない場合、公社内に設置している緊急用パソコン

を利用して設計図書を取得することができる。（ろ） 

５ 公社は、登録者が第１項、第３項又は第４項により公社内に設置している緊急用パソ

コンを利用する場合、名刺、社員証等により本人確認を行わなければならない。（ろ） 

（申請内容の変更） 

第22条 登録者は、競争入札参加資格申請内容に変更があった場合、速やかにシステムに

て変更手続を行わなければならない。 

２ 登録者は、前項によりシステムにて変更手続を行った場合、登録変更依頼書及び変更

内容に応じた添付書類を速やかに公社に送付しなければならない。（ろ） 

３ 公社は、前項により登録者が送付した書類を確認し、変更手続を承認した場合、直ち

に登録者に対して変更手続を完了した旨を電子メールで通知する。（ろ） 

（申請の取下げ） 

第23条 登録者は、競争入札参加資格を取り下げようとする場合、速やかに競争入札参加

資格登録取下申請書を公社に送付しなければならない。 

（電子入札の適用時刻） 
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第24条 電子入札は、システムにおける時刻を適用する。 

（雑則） 

第25条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に必要な事項は、理事長が別に定

める。 

附 則 

この細則は、平成27年11月１日から施行する。 

  附 則（い） 

この細則は、令和２年７月１日から施行し、改正後の電子入札運用基準の規定は、令和

２年５月１日から適用する。 

  附 則（ろ） 

１ この細則は、令和７年８月１日から施行する。 

２ この細則による改正後の電子入札運用基準第７条第３項、第９条第２項、第21条第４

項及び第５項の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

３ この細則による改正後の電子入札運用基準別表の規定は、令和７年４月１日から適用

する。 
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別表（第２条関係）（ろ） 

番号 物品・委託業種 番号 物品・委託業種 

１ 建築設計・調査 26 リース・レンタル 

２ 土木設計・調査 27 インターネット代理店等 

３ 設備設計・調査 28 検査 

４ 測量 29 発送代行 

５ 地質調査 30 人事・労務関係 

６ 遊具等点検保守 31 埋蔵文化財発掘調査 

７ ポンプ保守 32 樹木管理 

８ 消防施設保守 33 防犯（監視）カメラ設備保守 

９ 昇降機保守 34 通信設備設置・保守 

10 貯水槽・管渠等保守 35 駐車場管理運営 

11 総合管理 36 債権管理回収 

12 水質検査 37 事務所レイアウト 

13 空気環境測定 38 文房具事務用品・図書 

14 避雷設備保守 39 事務機器・情報処理用機器 

15 害虫駆除 40 什器・家具 

16 建築物点検 41 荒物雑貨 

17 印刷 42 繊維・ゴム・皮製品等 

18 広告代理・イベント・展示関係等 43 家電・カメラ・厨房機器等 

19 複写 44 医療用機械器具 

20 警備・受付 45 医薬品・衛生材料 

21 廃棄物処理 46 グッズ作成・販売 

22 運送・運搬・引越調整 47 防災用品 

23 情報処理 48 運動用品 

24 市場・補償鑑定関係調査 49 その他 

25 クリーニング 

 


